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● 市民課・納税課の休日窓口 ■日３月１日㈰・14日㈯・29日㈰※３月１日㈰・29日㈰は市民課業務のみ。２月の第４日曜日は定例の休日窓口開設日ですが、システムメン
テナンスのため代替日として、３月１日㈰に開設。広域交付による戸籍証明書などの発行は不可　■時午前９時～午後０時30分
■所■問市民課（市役所２階・マイナンバーカード窓口（市役所１階101会議室））☎042－481－7041～5、納税課（市役所３階）☎042－481－7214～20

　　仕事・創業

■ 無料職業適性検査
　自分の「興味があること」「自信がある
こと」などを知り、自己理解を深める手助
けをします。
■日３月３日㈫・30日㈪　■時午前10時～正午　
■対15～49歳で就労（アルバイト含む）・就学していな
い方　■定申し込み順８人
■所■申■問ちょうふ若者サポートステーション■HP、または
電話☎042－444－7975で初回相談を予約
 （産業労働支援センター）

■ 子育てしながら働きたい方のためのセミナー・講習
Aビジネスマナー＆メイクアップセミナー
■日３月９日㈪午前10時～午後１時（受付９時45分～）
■対子育て中の方で再就職を目指している方
■定申し込み順12人　■持パウダーファンデーション、ア
イブロウ、口紅（あればリップブラシ）、大きめの手鏡、
スマートフォン（メイクの確認で使用）
Bパソコン講習（中級）
■期３月10日㈫～13日㈮　
■時午前10時～午後４時（初日は午後１時15分から）　
■対ハローワーク府中マザーズコーナー登録者（申し込
み当日の登録不可）で再就職を目指している方　
■内Excel（中級）、PowerPoint（初級）　
■定申し込み順10人　■他詳細はハローワーク府中■HP参照
AB共に
■所市民プラザあくろす３階研修室３　■費無料　■保１歳

～就学前（■定申し込み順５人　B■申２月27日㈮まで）
■申■問直接ハローワーク府中マザーズコーナー（コクテ
ィー２階）☎042－480－8161（電話、FAX、代理申し
込み不可） （産業労働支援センター）

A創業経営相談会
■日①３月４日㈬②11日㈬③18日㈬④25日㈬　
■時①③午前９時～午後１時②④午後４時～８時
B採用から退職まで「まるっと労務相談会」
■日３月３日㈫・７日㈯・26日㈭　
■時午前９時～午後４時（正午～１時を除く）
C事業者向け税務相談会　
■日３月10日㈫午後１時～４時
D融資相談会
■日３月12日㈭午前10時～午後４時（正午～１時を除く）
A～D共に　
相談時間／１人50分　■所産業労働支援センター
■定申し込み順A４人B６人C３人D５人　■費無料
■申■問産業労働支援センター■HP、または電話・FAX・Ｅ
メールで申し込み

　　募　　集

■ 調布市プレミアム付PayPayデジタル商品券事業の加盟店
　調布市商工会では、市内経済の活性化と事業者支援
を目的として、プレミアム付PayPayデジタル商品券事

業を実施します。本事業への参加を希望する事業者は、
お早めに手続きをお願いします。なお、商品券購入に
関する市民向けの案内は、４月頃を予定しています。
■対以下のいずれかに該当する事業者
①調布市商工会の会員事業者（業種・規模不問）
②市内で営業する個人事業主
③ 市内で営業する法人事業所（大型店を除く）のうち、
市内に本店登記を有するもの　
商品券概要／発行方法：PayPayデジタル商品券　
商品券利用期間：５月28日㈭～９月30日㈬（予定）　
券種：１口6500円分を5000円で販売（プレミアム率30
％）　発行予定口数：20万口　
登録方法／本事業への参加を希望する事業者は、３月
15日㈰までにPayPay加盟店登録を完了してください。
すでにPayPayを導入している事業者は、改めての登
録は不要です。３月15日時点のPayPay加
盟店登録店舗を対象に、決済事業者が参加
意思確認を行う予定です。３月15日以降は、
運営事務局（３月15日開設予定）で随時申
し込みを受け付けます。　
■問調布市商工会■HP参照 （産業振興課）

　　その他のお知らせ

■ 八ケ岳少年自然の家　３月１日㈰から新規予約受付

※連泊時は１泊目の属する月が基準　
■申■問電話で八ケ岳少年自然の家（山梨県北杜市高根町
清里3545－１）☎0551－48－2014（３月10日㈫・11日
㈬を除く午前９時～午後５時）※個人利用のみ八ケ岳
少年自然の家■HPから申し込み可 （社会教育課）

■ ３月の女性のための相談実施日
◎女性の生きかた相談
面接相談（予約制）／
■日３月２日㈪午後４時～７時50分、５日㈭・12日㈭・
13日㈮・19日㈭・26日㈭・27日㈮午前10時～午後３時
50分
電話相談／専用電話☎042－443－1233
■日３月５日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭午前10時～午
後３時30分（正午～午後１時は除く）
◎女性のための法律相談
■日３月10日㈫・17日㈫午前10時～午後０時15分、24日
㈫午後４時10分～７時
◎働く女性の人生相談
■日３月11日㈬午後４時～７時50分
◎女性のヘルスケア相談
■日３月25日㈬午後１時55分～４時５分
■費無料　
■他相談日時は変更の場合あり
■申■問専用フォームから申し込み、または電話で多様性
社会・男女共同参画推進課☎042－443－1213

「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ
　最近の若者を狙う悪質商法は、SNSなどを悪用した
手口が増加しています。市は、東京都が毎年１～３月
に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーン
と連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実
施しています。期間中、ポスターを掲出するとともに、
リーフレットの配布を行います。
　誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被
害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があ
ると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いよ
うです。
　困ったら、一人で悩まず、お住まいの消費生活セン
ターへご相談ください。
【事例】若者を狙うこんな手口に注意
①「副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘
し、仕事に必要があるとしてローンを組ませて商品や
サービスを購入させる、または金銭を支払わせる。
②美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告
などにつられて契約したが、予約が取れなければ解約
もできず支払いだけが残る。

特別相談
Ⓐ多重債務110番　■日３月２日㈪・３日㈫　
　 　市は、東京都と都内区市町村と連携して、特別
相談「多重債務110番」を一斉に実施します。一
人で悩まずに当センターにご相談ください。
Ⓑ若者のトラブル110番　■日３月９日㈪・10日㈫
ⒶⒷ共に
■時電話相談：午前９時～正午、午後１時～３時30分
　 来所相談（事前予約制）： 午前９時～正午
 午後１時～３時
　※通常の消費生活相談も利用可
■問調布市消費生活センター（市役所３階）
　☎042－481－7034（相談・予約共通）

１～３月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

 （文化生涯学習課）
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掲載申し込み／（特非）調布市地域情
報化コンソーシアム（クリック）（広告
代理店）☎050－3748－0006
■Ｅshihou@chofu.com　広告料／通
常広告：１枠３万円（前払。デザイン
・版の制作費・消費税広告主負担）
※広告料収入は市報ちょう
ふの印刷製本費用の一部に
充当しています（広報課）

申し込み・詳細はこちら▶

■産業労働支援センター　専用■HPあり〒182－0022国領町２－５－15市民プラザあくろす
３階☎042－443－1217・■Ｆ042－443－1218　
■Ｅ industry@chofu-across.jp
休館日／第３月曜日（祝日の場合は直後の平日）

専用
フォーム

区　分 新規予約受け付け分
市内青少年団体（おおむね20歳未
満の方で構成する10人以上の団体） ９月利用分

市内個人（市内在住・在勤・在学）
※青少年団体以外の団体を含む ６月利用分

ポスターなどで
呼びかけ実施中


